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▽
　
川
越
市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非

　
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

　
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

 

る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
本

条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

　
改
正
の
主
な
内
容
は
、
通
勤
の
範

囲
に
係
る
規
定
の
整
備
等
を
す
る
も

の
で
す
。

▽
　
川
越
市
職
員
の
公
益
法
人
等
へ

　
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

 

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

 

に
つ
い
て
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方

公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部

を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

　
改
正
の
内
容
は
、
同
法
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
お
い
て
、
「
有
限
会

社
」
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

引
用
し
て
い
る
規
定
の
整
備
を
す
る

も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
在
宅
心
身
障
害
者
手
当

　
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
埼
玉
県
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手

当
支
給
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部

改
正
等
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
し
た
も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者
の
み
で
あ
っ
た
支
給

対
象
者
に
、
新
た
に
精
神
障
害
者
を

加
え
、
併
せ
て
、
前
年
の
所
得
に
よ

り
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
に

対
し
、
本
手
当
の
支
給
を
し
な
い
こ

と
と
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
屋
外
広
告
物
条
例
の
一

 

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

 

と
に
つ
い
て
　
　
―
原
案
可
決
―

　
屋
外
広
告
物
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
屋
外
広
告
業
の
登
録
制
度
を
創

設
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
た
も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
屋
外
広
告
業
者

の
届
出
制
度
を
廃
止
し
て
新
た
に
登

録
制
度
を
創
設
し
、
そ
れ
に
伴
い
罰

則
の
規
定
を
整
備
す
る
と
共
に
、
埼

玉
県
の
登
録
を
受
け
た
者
を
、
本
市

で
登
録
を
受
け
た
屋
外
広
告
業
者
と

み
な
す
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

で
す
。

▽
　
川
越
市
建
築
基
準
法
関
係
手
数

 

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

建
築
台
帳
記
載
事
項
証
明
書
等
の

交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
を
行
う

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
建
築
基
準
法
等

の
規
定
に
よ
り
整
備
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
台
帳
の
内
容
を
証
明
す
る

建
築
台
帳
記
載
事
項
証
明
書
、
道
路

位
置
指
定
図
面
の
写
し
及
び
建
築
計

画
概
要
書
等
の
写
し
を
交
付
し
、
手

数
料
を
四
百
円
と
す
る
も
の
で
す
。

 

出
資
法
及
び
貸
金
業
規
制
法
の

　
　
　
　
改
正
に
関
す
る
意
見
書
を
可
決

ー
市
議
会
議
長
、
副
議
長
を
選
挙
ー

　
平
成
十
八
年
川
越
市
議
会
第
三
回
定
例
会
は
、
六
月
二
日
開
会
さ
れ
、
会
期
は
二
十
日
間
で
、
二
十
件
の
案
件
を
審
議
し
た
ほ
か
、
正
副
議
長
の
辞
職
の
許
可

及
び
選
挙
を
行
い
、
六
月
二
十
一
日
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

条
　
例

川
越
市
屋
外
広
告
物
条
例
の

　
　
一
部
改
正
な
ど
五
件
を
可
決
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定例会から

認定された市道0010号線（川越駅南大塚線）


